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愛知県公営企業管理者

   企業庁長　             　    殿

所在地

会社名

代表者

添えて申し込みます。

１  申込者の事業内容

（１） 業 種

（２） 設 立                 年      月      日 現組織に変更

（３） 資 本 金 円 （    　年    月    日現在）

（４） 総 従 業 員 数 人 （    　年    月    日現在）

（５） 主な取引銀行 銀行 支店 銀行 支店

（６） 主 な 取 引 先

（注）  業種は、日本標準産業分類の中分類で主なものを記載してください。

記

仕　　    入 　　  先 販　　    売 　　   先

　　　　年　　月　　日  

下記のとおり御津１区（２期）地区工業用地の購入を希望するので、関係書類を

土地購入申込書

様 式１
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期 期

（７） 百万円 百万円 百万円

（８） （ ％） （ ％） （ ％）

（ ％） （ ％） （ ％）

（ ％） （ ％） （ ％）

そ　の　他 （ ％） （ ％） そ　の　他 （ ％）

（９） 百万円 百万円 百万円

（10） 百万円 百万円 百万円

（注）  売上構成欄は、主な事業種目・品目を記載してください。

（11） 既存工場・事業所の概要

㎡ ㎡ 人

㎡ ㎡ 人

㎡ ㎡ 人

㎡ ㎡ 人

㎡ ㎡ 人

㎡ ㎡ 人

（注）  所在地は、市町村名まで記載してください。

売 上 高

売 上 構 成

経 常 利 益

（    ．    ～      ．    ）

純 利 益

所  在  地名    称 敷地面積 建築面積 従業員数事業内容

そ　の　他

 決    算    期

期

（    ．    ～      ．    ）（    ．    ～      ．    ）
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２ 土地購入の希望内容

（１） 区 画 番 号 （２） 希 望 面 積 約 ㎡

（3） 契約希望日

（4） （5）

３  代金の支払方法（購入）

４  連絡先

一    括    払          

用途及び（購入・賃借）
理 由

希 望 位 置 略 図

　　　　　 年　　　　月　　　　日

メールアドレス

電          話

所          属

所   在   地

職   氏   名
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５  添付書類

① 会社等案内（パンフレット等）

② 定款

③ 法人に係る登記事項証明書（全部事項証明書）

④ 最近期の法人税、事業税及び固定資産税の納税証明書（未納税額がないことの証明）

※本社・支社・事業所があるどこか１か所のみ

※税務署・県税事務所・市役所（市税事務所）でそれぞれ取得したもの

⑤ 最近３年間の決算報告書（貸借対照表及び損益計算書）

⑥ 役員の経歴書（代表取締役１名を含む２名以上）

⑦ 建設概要書及び利用概要書
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現住所

氏名 生年月日

職名

役員の経歴書

　　年　　月　　日生

職
　
　
　
　
　
歴

期間 従事した職務内容

自　　年　月　日

至　　年　月　日

自　　年　月　日

至　　年　月　日

自　　年　月　日

至　　年　月　日

自　　年　月　日

至　　年　月　日

自　　年　月　日

至　　年　月　日

上記のとおり相違ありません

　　　年　月　日 氏名

自　　年　月　日

至　　年　月　日

賞
罰

　年　　月　　日 賞罰の内容

様式例示
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１  建設計画の概要

㎡ ㎡ ㎡

㎡ ㎡ ㎡

％ ％ ％

㎡ ㎡ ㎡

％ ％ ％

人 人 人

（ 人） （ 人） （ 人）

百万円
／年

百万円
／年

百万円
／年

百万円
／年

百万円
／年

百万円
／年

百万円
／年

百万円
／年

百万円
／年

百万円
／年

百万円
／年

百万円
／年

（注）  従業員数の（          ）欄には、パート職員を内数で記載してください。

２  電力、都市ガス、使用用水

ｋWh ｋWh ｋWh

ｍ3/日 ｍ3/日 ｍ3/日

ｍ3/日 ｍ3/日 ｍ3/日

ｍ3/日 ｍ3/日 ｍ3/日

ｍ3/日 ｍ3/日 ｍ3/日

計

敷 地 面 積

建 築 面 積

延 床 面 積

容 積 率

　　 　    年   　月

建築物の構造

建築物の階数

都 市 ガ ス

主
な
事
業
内
容

工 事 期 間

開 業 予 定

従 業 員 数

１    期

建 蔽 率

区 分

建 設 内 容

　　 　    年   　月

全体計画２　　期

    ．    ～      ．        ．    ～      ．        ．    ～      ．    

　　 　    年   　月

区 分 １    期 ２    期

建 設 概 要 書

上　水　道

全体計画

電 力

使
用
用
水

そ　の　他

計

様 式２
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３  設備投資

百万円 百万円 百万円

百万円 百万円 百万円

百万円 百万円 百万円

   企業庁長　
百万円 百万円 百万円

百万円 百万円 百万円

百万円 百万円 百万円

４  資金計画

百万円 百万円 百万円

百万円 百万円 百万円

百万円 百万円 百万円

百万円 百万円 百万円

百万円 百万円 百万円

百万円 百万円 百万円

注）１　設備投資の計と資金計画の計の額を合わせて下さい。

注）２　借り入れ予定先には、借入金は、銀行名・支店名等を記載し、その他はその内容を記

　　 載 してください。なお、審査の過程で金融機関の意向を確認させていただく場合があり

　　 ます。

５  利用概要書（建物等配置平面図、Ａ３ヨコ）

　下記のとおり岩倉川井野寄地区工業用地の購入を希望するので、関係書類を添えて別添のとおり

区 分 １    期 ２    期 全体計画

土 地 費

建 設 費

機械設備費

環境整備費

そ の 他

計

区 分 １    期 ２    期 全体計画
借入れ予定先

（内容）

自 己 資 金

借 入 金

そ の 他

計
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立 地 意 向 関 係 調 査 書 

 

１．経営状況 

・経営の健全性 

現在の経営状況について（安定性、安全性、成長性、その他の財務状況）につ

いて記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．事業計画 

 ・事業内容及び進出理由 

 導入設備等の投資計画、進出する理由、展開する事業内容が当該地区に好ま

しくないものとなっていないか。（物流で取り扱う荷物についても記載） 

 豊川市に与える効果・影響等あれば記載してください。  
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３．雇用計画 

 ・雇用の拡大 

当 地 区 で の 予 定 従 業 員 数（操業３年後） 

 うち新規雇用予定従業員数 

正規従業員数           人            人 

非正規従業員数          人            人 

合  計             人            人 

  

・雇用計画の概要（令和４年４月１日時点で、勤続５年以上の正規従業員の割

合についても記載してください。） 

勤続５年以上の正規従業員の割合 

該当従業員数           人 割合          ％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．環境配慮計画 

 ・環境配慮計画の概要、周辺対策の概要 

 公害対策、廃棄物対策、温室効果ガス削減の取組、通勤渋滞の解消や騒音対 

策など周辺環境の保全に対する取組について記載してください。 

（仕様やパンフレット、図面等あれば添付してください） 

環境配慮に関する認証の取得状況（ISO 14001、エコアクション 21）及び環境 

対応車両（ＥＶ等）の導入割合について記載してください。  
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５．地域貢献活動 

 ・防災、災害時活動 

 行政や地域と連携した啓発活動への参加実績、災害発生時の社会貢献活動

について（救護機材や生活必需品等の提供等）。 

 ＢＣＰ（事業継続計画）策定状況について記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載に関する留意事項】 

各項目の計画や活動内容については、任意の様式で提出いただいても差し支 

えありません。 
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御津１区（２期）企業選定基準による評価内容 

 
評価項目 評価内容 

① 経営状況 経営の健全性 
・現在の経営状況に問題はないか、

安定性、安全性、成長性、その他

の財務状況について評価する。 

② 事業計画 事業内容及び進出理由 

・導入設備等の投資計画（内容） 
・進出を希望する理由・事業内容

が、当該地区に好ましくない内容

となっていないか評価する。 
（取り扱う荷物についても記載） 

・本市に与える効果・影響について

評価する。 

③ 雇用計画 雇用の拡大 

・従業員の雇用計画（内容） 
・雇用の維持・拡大に貢献する雇用

計画であるかについて評価する。 

④ 環境配慮計画 計画内容・周辺対策 

・公害対策、廃棄物対策、ＣＯ２削

減、通勤渋滞の解消などへの配慮

等、周辺環境の保全に対し、十分

な取り組みがされているかについ

て評価する。 
・環境配慮に関する認証の取得状況

及び環境対応車両の導入割合につ

いて評価する。 
⑤ 地域貢献活動 防災・災害時活動 ・⾏政や地域と連携した啓発活動へ

の参加、災害発生時の社会貢献活

動等（生活必需品の提供等）につ

いて評価する。 
・企業ＢＣＰ等の策定について評価

する。 
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御津1区　堤防高 ＋5.00 ＋3.58

既往最高潮位（H.H.W.L.） ＋4.72 ＋3.30
（昭和34年 伊勢湾台風）

御津1区　造成高 ＋４.00 ＋2.58

朔望平均満潮位（H.W.L.） ＋2.39 ＋0.97

東京湾中等潮位（T.P.） ＋1.42 ±0.00
＋1.37 －0.050

平均潮位（M.W.L.）

朔望平均干潮位（L.W.L.）
＋0.06 －1.36

海図の基本水準面（C.D.L.） ±0.00 －1.42

既往最低潮位（L.L.W.L.） －0.36 －1.78

・朔望平均満潮位（H.W.L.）
　　朔望（新月及び満月）の日から前2日後4日以内に現れる各月の最高満潮位を平均した値です。
・朔望平均干潮位（L.W.L.）
　　朔望の日から前2日後4日以内に現れる各月の最低干潮位を平均した値です。
・東京湾中等潮位（T.P.）
　　明治時代に東京湾の潮位観測により定めた平均水位で、わが国の標高の基準となっています。
　　なお、現在の東京湾の平均水位と一致するものではありません。
・平均潮位（M.W.L.）
　　潮位の長期にわたる平均値です。
・海図の基本水準面（C.D.L.）
　　海図に示されている水深の基準となる値で、各港湾毎に定められています。

　御津1区（2期）　潮位関係図　

東京湾中等潮位を基準

#

2

1

東京湾中等潮位
全国の土地の高さの基準値と
なる海面の高さです。
一般に、『標高』や『海抜』は、
この値を基準としています。

0

海図の基本水準面
海図に示されている水深の
基準値で、各港湾毎に定
められています。

三河港の
海図の基本水準面を基準

5

4

3

（ｍ）
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〇御津１区（２期）ボーリングデータ（位置図） 

 
※今回添付したボーリングデータ以外に道路・埋立前のボーリングデータもございます。 
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〇公有水面埋立法（第２７条抜粋） 

第二十七条 第二十二条第二項ノ告示ノ日ヨリ起算シ十年間ハ第二十四条第一項ノ規定ニ

依リ埋立地ノ所有権ヲ取得シタル者又ハ其ノ一般承継人当該埋立地ニ付所有権ヲ移

転シ又ハ地上権、質権、使用貸借ニ依ル権利若ハ賃貸借其ノ他ノ使用及収益ヲ目的ト

スル権利ヲ設定セムトスルトキハ当該移転又ハ設定ノ当事者ハ国土交通省令ノ定ム

ル所ニ依リ都道府県知事ノ許可ヲ受クベシ但シ左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ此ノ

限ニ在ラズ 

一 権利ヲ取得スル者ガ国又ハ公共団体ナルトキ 

二 滞納処分、強制執行、担保権ノ実行トシテノ競売（其ノ例ニ依ル競売ヲ含ム）又ハ

企業担保権ノ実行ニ因リ権利ガ移転スルトキ 

三 法令ニ依リ収用又ハ使用セラルルトキ 

② 都道府県知事ハ前項ノ許可ノ申請左ノ各号ニ適合スト認ムルトキハ之ヲ許可スベシ 

一 申請手続ガ前項ノ国土交通省令ニ違反セザルコト 

二 第二条第三項第四号ノ埋立以外ノ埋立ヲ為シタル者又ハ其ノ一般承継人ニ在リテ

ハ権利ノ移転又ハ設定ニ付已ムコトヲ得ザル事由アルコト 

三 権利ヲ移転シ又ハ設定セムトスル者ガ其ノ移転又ハ設定ニ因リ不当ニ受益セザル

コト 

四 権利ノ移転又ハ設定ノ相手方ノ選考方法ガ適正ナルコト 

五 権利ノ移転又ハ設定ノ相手方ガ埋立地ヲ第十一条又ハ第十三条ノ二第二項ノ規定

ニ依リ告示シタル用途ニ従ヒ自ラ利用スト認メラルルコト 

③ 都道府県知事ハ第四十七条第一項ノ国土交通大臣ノ認可ヲ受ケタル埋立ニ関シ第一

項ノ許可ヲ為サムトスルトキハ予メ国土交通大臣ニ協議スベシ 

 

〇港湾法（第３８条・第３８条の２抜粋） 

（臨港地区） 

第三十八条 港湾管理者は、都市計画法第五条の規定により指定された都市計画区域以外

の地域について臨港地区を定めることができる。 

２ 前項の臨港地区は、当該港湾区域を地先水面とする地域において、当該港湾の管理運

営に必要な最小限度のものでなければならない。 

３ 港湾管理者は、第一項の臨港地区を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通省

令で定めるところにより、その旨を公告し、当該臨港地区の区域の案を、当該公告の日

から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。 

４ 利害関係人は、前項の臨港地区の区域の案が第二項の規定に適合しないと認めると

きは、前項の縦覧期間満了の日までに、その事実を具して国土交通大臣に申し出て、臨

港地区の区域の案の変更を港湾管理者に求めることを請求することができる。 

５ 前項の請求があつたときは、国土交通大臣は、当該港湾で運輸審議会の開催する公聴
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会において、港湾管理者にその臨港地区の区域の案が第二項の規定に適合するもので

あることを述べる十分な機会を与えた後、当該請求に理由があると認めたときは、港湾

管理者に対し理由を示して臨港地区の区域の案を変更すべきことを求めることができ

る。 

６ 国土交通大臣は、第三項の臨港地区の区域の案について前項の措置を執る必要がな

いと認めるときは、その旨を当該港湾管理者に通知しなければならない。 

７ 港湾管理者は、第五項の要求があつた場合において臨港地区の区域の案に必要な変

更を加えたとき又は前項の通知を受けたときでなければ、第一項の臨港地区を定めて

はならない。 

８ 港湾管理者は、第一項の臨港地区を定めたときは、国土交通省令で定めるところによ

り、その旨を公告し、当該臨港地区の区域を公衆の縦覧に供しなければならない。 

９ 第一項の臨港地区の決定は、前項の公告によつてその効力を生ずる。 

（臨港地区内における行為の届出等） 

第三十八条の二 臨港地区内において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、当

該行為に係る工事の開始の日の六十日前までに、国土交通省令で定めるところによ

り、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。但し、第三十七条第一項の許可

を受けた者が当該許可に係る行為をしようとするとき、又は同条第三項に掲げる者

が同項の規定による港湾管理者との協議の調つた行為をしようとするときは、この

限りでない。 

一 水域施設、運河、用水きよ又は排水きよの建設又は改良 

二 次号に規定する工場等の敷地内の廃棄物処理施設（もつぱら当該工場等において

発生する廃棄物を処理するためのものに限る。）以外の廃棄物処理施設で政令で定め

るものの建設又は改良 

三 工場又は事業場で、一の団地内における作業場の床面積の合計又は工場若しくは

事業場の敷地面積が政令で定める面積以上であるもの（以下「工場等」という。）の

新設又は増設 

四 前三号に掲げるものを除き、港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるおそれ

のある政令で定める施設の建設又は改良 

２ 前項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を港

湾管理者に提出しなければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 

二 前項第一号及び第二号に掲げる行為にあつては、次に掲げる事項 

イ 当該施設の位置、種類及び構造 

ロ 当該施設の使用の計画 

三 前項第三号に掲げる行為にあつては、次に掲げる事項 

イ 工場等の位置、種類及び敷地面積並びに作業場の床面積 
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ロ 工場等の事業活動に伴い搬入し、又は搬出することとなる貨物の量の概計及び

輸送に関する計画 

ハ 工場等の事業活動に伴い生ずることとなる廃棄物の量の概計及び処理に関する

計画 

四 その他国土交通省令で定める事項 

３ 前項の届出書には、当該届出に係る行為に係る施設の工事設計書その他の国土交通

省令で定める書類を添附しなければならない。 

４ 第一項の規定により届出をした者は、当該届出に係る行為に関し第二項第二号から

第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開

始の日の六十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に

届け出なければならない。 

５ 第一項の規定により届出をした者は、当該届出に係る行為の実施の間において第二

項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を港湾管理者に届け出

なければならない。 

６ 第三項の規定は、第四項の規定による届出について準用する。 

７ 港湾管理者は、第一項又は第四項の規定による届出があつた場合において、当該届出

に係る行為が次の各号（第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる行為にあつては、第

三号及び第四号。次項及び第十項において同じ。）に掲げる基準に適合しないと認める

ときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その

届出に係る行為に関し計画の変更その他の必要な措置をとることを勧告することがで

きる。 

一 新設又は増設される工場等の事業活動に伴い搬入し、又は搬出することとなる貨

物の輸送に関する計画が当該港湾の港湾施設の能力又は第三条の三第九項若しくは

第十項の規定により公示された港湾計画に照らし適切であること。 

二 新設又は増設される工場等の事業活動により生ずることとなる廃棄物のうち、当

該港湾区域又は臨港地区（当該工場等の敷地を除く。）内において処理されることと

なるものの量又は種類が第三条の三第九項又は第十項の規定により公示された港湾

計画において定めた廃棄物の処理に関する計画に照らし適切であること。 

三 第三条の三第九項又は第十項の規定により公示された港湾計画の遂行を著しく阻

害するものでないこと。 

四 その他港湾の利用及び保全に著しく支障を与えるおそれがないものであること。 

８ 港湾管理者は、第一項又は第四項の規定による届出があつた場合において、当該届出

に係る行為（第一項第二号及び第四号に掲げる行為を除く。）が前項各号に掲げる基準

に適合せず、且つ、その実施により水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設の

開発に関する港湾計画を著しく変更しなければ港湾の管理運営が困難となると認める

ときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その
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届出に係る行為に関する計画を変更すべきことを命ずることができる。 

９ 第三十七条第三項に掲げる者は、第一項各号に掲げる行為（同項但書に規定する行為

を除く。）をしようとするときは、同項の規定による届出の例により、その旨を港湾管

理者に通知しなければならず、その通知した事項を変更しようとするときは、第四項の

規定による届出の例により、その旨を港湾管理者に通知しなければならない。 

１０ 港湾管理者は、前項の規定による通知があつた場合において、当該通知に係る行為

が第七項各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その通知を受けた日から六

十日以内に限り、その通知をした者に対し、その通知に係る行為に関し計画の変更その

他の必要な措置をとることを要請することができる。 
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公 害 の 防 止 及 び 環 境 の 保 全 に 関 す る 協 定 書 

 

 豊川市（以下「市」という。）と、〇〇（以下「企業」という。）とは、企業が、豊川

市〇〇地内に管理する事業所（以下「事業所」という。）の公害防止と環境の保全を図る

ため、次のとおり協定を締結する。 

（企業の責務） 

第１条 企業は、事業活動を行うに当たって、公害の防止及び自然環境の保全のために必

 要な措置を講ずるとともに、積極的に環境の保全に努めなければならない。 

２ 企業は、物の製造、加工、流通、販売及び廃棄等の事業活動の各段階を通じ、環境へ

 の負荷の低減に努めるとともに、再生資源その他環境への負荷の低減に資する原材料等

 の利用に努めなければならない。 

３ 企業は、地域社会の一員として、地域の環境の保全に努めるとともに、市が実施する

 環境の保全に関する施策に協力しなければならない。 

（公害防止等の基準） 

第２条 企業は、事業所の事業活動によって生ずる公害の防止等について、別表の基準を

 遵守しなければならない。 

（測定） 

第３条 企業は、公害の発生原因となるおそれのある物質等について、必要に応じて定期

 的に測定し、その結果を記録保持するものとする。 

（立入調査） 

第４条 市は、必要に応じて企業に対し、公害の防止等に必要な事項について報告を求め、

 又は調査のため市の担当職員をして事業所に立入りできるものとし、企業は、これに積

 極的に協力するものとする。 

（事故時の措置） 

第５条 企業は、事業所に設置する施設等の重大な故障及び破損等により事故が発生した

 ときは、直ちに応急の措置を講ずるとともに、市に報告するものとする。 

（損害の賠償） 

第６条 企業は、企業の責に帰すべき公害、事故等により他に被害を与えた場合は、その

（案） 
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 損害について誠意をもって賠償するものとする。 

（改善勧告等） 

第７条 市は、事業所がこの協定内容を満たしていないと認めたときは、企業に対して改

 善等の措置を勧告することができ、企業は、これに従うものとする。 

２ 市は、事業所が作業を継続することが、地域の生活環境に重大な影響又は人の健康に

 害を及ぼすと判断した場合は、これに関する作業の一部停止を指示することができ、企

 業は、これに従うものとする。 

（従業員教育） 

第８条 企業は、従業員及び下請業者等に対して、公害の防止及び環境の保全についての

 意識向上を図るため、教育を徹底するものとする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項及び定めた事項で疑義が生じたとき並びに定めた事項

 を変更するときは、市と企業が協議して定める。 

 

 この協定の締結を証するため本書２通を作成し、市、企業において記名押印のうえ各１

通を保有する。 

 

 

 令和  年  月  日 

 

 

                  （市）豊川市諏訪１丁目１番地 

                     豊川市 

                     代表者 豊川市長 竹本 幸夫 

 

                  （企業） 

                     ○○株式会社 

                     代表取締役 ○ ○ ○ ○ 
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別表 
 
公害防止等の基準 

区分 内容 

悪臭 
敷地境界の基準 
臭気指数の許容限度 １５ 

水質汚濁 
事業所からの排水は、関係法令の基準を遵守すること。特

に、保管等に万全を期すことにより、油類等の漏出を起こさ

ないこと。 

大気汚染 
ばい煙及び粉じんが地域住民の日常生活に悪影響を及ぼ

すことのないようにすること。 

廃棄物の処理 

事業活動に伴って生じた廃棄物は、企業の責任において適

正に処理し、敷地内でみだりに屋外焼却及び埋立処分をしな

いこと。なお、処理業者へ委託する場合においても、これを

適正に処理するよう、処理経過を明確にすること。 
緑化対策 事業所敷地の１０％以上の緑地を設けること。 

駐車場対策等 

事業所へ出入りするすべての車輌（従業員の通勤用車輌を

含む）が、付近の道路などに駐車しないよう、事業所敷地内

に十分な広さの駐車場を設けること。また、荷の積み降ろし

等駐停車している場合には、エンジンをみだりに稼働させな

いこと。 
 
 
 
 
 

-35-



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 愛知県企業庁企業立地部 
 企業誘致課 企業誘致グループ 
 〒460－8501 
 名古屋市中区三の丸三丁目１番２号 
（愛知県自治センター12階） 

 電話   052－954－6691（ダイヤルイン） 
 ＦＡＸ  052－961－7004 
 ＵＲＬ  https://www.pref.aichi.jp/youchi/ 

                                   2022.8 

https://www.pref.aichi.jp/youchi/

